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洪水時洪水時の雨量・水位のの雨量・水位の
情報提供情報提供

参考資料5

平成１８年平成１８年２２月２月２２２日日

江戸川左岸圏域流域懇談会事務局江戸川左岸圏域流域懇談会事務局

平成平成１６年の国内の災害実績１６年の国内の災害実績

新潟県・福島県の豪雨災害～新潟県中越地震新潟県・福島県の豪雨災害～新潟県中越地震

県内でも４００ｍｍの豪雨で水害が発生県内でも４００ｍｍの豪雨で水害が発生
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過去５年の公共土木施設被害額

H12 H13 H14 H15 H16

国土交通省HPより

夷隅川の被害状況

具体的な対応方針具体的な対応方針

（急激な変化に対する対応の遅れ）
・局地的集中豪雨により、中小河川の激変
・避難勧告を行う基準が不明確
・避難勧告が発令されない，もしくは情報が届かない

（対応策） 坂川、新坂川、真間川では、義務化
（１）ある一定水位を超えた場合の水位の公表
（２）避難の目安となる水位の設定
（３）洪水ハザードマップの整備と情報伝達体制の確保

平成１７年７月１日 改正水防法施行

水位の通報及び公表（第１２条第２項）
警戒水位を超えるときは、その水位の状況を公表しなければならな
い。

警戒水位

水位上昇中

川の流れ
通常の水位

水位の公表

（１）（１）ある一定水位を超えた場合の水位の公表

知事が行う水位情報の通知及び周知（第１３条第２項）
水位情報周知河川について、特別警戒水位を定め、水位がこれに
達したときは水防管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関
の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

警戒水位

特別警戒水位

川の流れ

さらに水位上昇

浸水被害の発生の恐れ

避難の目安

特別警戒水位

に上昇中

（２）（２）避難の目安となる水位の設定

浸水想定区域における円滑
かつ迅速な避難を確保する
ための措置（第１５条第４
項）

浸水区域をその区域に含む
市町村の長は、情報の伝達
方法、避難場所などを記載
した印刷物の配布その他必
要な措置をとらなければな
らない。

洪水ハザードマップ

（３）（３）洪水ハザードマップの整備と
情報伝達体制の確保
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インターネットの検索サイトから「ＷＩＮＣ２」と入力し、
検索すると簡単に見つけられます。

県が現在実施している内容県が現在実施している内容

ここをクリック

水位観測局1４箇所

雨量観測局７箇所

現在の水位

インターネットによる情報提供

・県雨量、水位観測情報の提供

（雨量90､水位109観測所、降雨時１０分観測）

防災気象情報千葉
（Weather information chiba）

・一般への水位到達情報等周知

テレビ局と連携した情報提供

・緊急情報としての報道

2005.9.1～

2006.4 以降

ＷＩＮＣ ２

ＴＶ

今後の予定として今後の予定として

（１）情報提供の一層の充実（１）情報提供の一層の充実


